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法学研究57巻12号（’84：12）

〔
商
法
　
二
五
〇
〕
　
商
法
三
五
条
の
商
業
帳
簿
提
出
義
務
者

〔
判
示
事
項
〕

　
会
社
の
商
業
帳
簿
の
所
持
人
で
あ
る
代
表
取
締
役
な
ど
が
訴
訟
当
事
者

で
あ
る
場
合
は
商
法
三
五
条
に
よ
り
そ
の
帳
簿
の
提
出
義
務
を
負
う
。

〔
参
照
条
文
〕

　
商
法
三
五
条

〔
事
　
実
〕

　
本
件
申
立
の
相
手
方
で
あ
る
X
は
、
本
件
申
立
外
A
株
式
会
社
か
ら
売

掛
代
金
支
払
の
た
め
に
振
出
交
付
を
受
け
た
約
束
手
形
不
渡
り
を
理
由
と

し
て
、
商
法
二
六
六
条
ノ
三
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
本
件
申
立
外
A
株
式

会
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
っ
た
本
件
抗
告
人
Y
を
被
告
と
し
て
、
損
害
賠

償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
そ
の
訴
訟
に
お
い
て
、
本
件
相
手
方
X
は
、

本
件
申
立
外
A
株
式
会
社
に
よ
る
前
出
約
束
手
形
振
出
の
前
後
か
ら
倒
産

に
至
る
ま
で
の
A
株
式
会
社
の
営
業
お
よ
び
財
産
状
況
を
明
確
に
し
て
、

代
表
取
締
役
で
あ
っ
た
本
件
抗
告
人
Y
に
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
の
あ

（
灘
雛
羅
箋
厭
壽
餓
告
事
件
）

っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
本
件
申
立
外
A
株
式
会
社
の

商
業
帳
簿
の
現
実
の
所
持
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
本
件
抗
告
人
Y
に
そ
の
提

出
を
求
め
た
。

　
本
件
原
決
定
は
、
相
手
方
X
の
申
立
を
認
容
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
Y

が
抗
告
を
し
た
．
そ
れ
が
本
件
で
あ
る
。

　
本
件
抗
告
人
Y
の
抗
告
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
．

「
商
法
三
五
条
に
よ
り
商
業
帳
簿
の
提
出
義
務
を
課
し
得
る
の
は
、
そ
の

作
成
設
備
義
務
を
負
う
商
人
に
限
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
り
、
商
業
帳
簿
で
あ

る
こ
と
の
故
を
も
っ
て
所
持
者
一
般
に
提
出
義
務
を
課
す
こ
と
は
、
民
事

訴
訟
法
第
三
一
二
条
の
規
定
の
趣
旨
か
ら
し
て
も
不
当
で
あ
り
、
抗
告
人

Y
は
、
申
立
外
A
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
ま
た
は
そ
の
清
算
人
と
し
て
、

右
申
立
外
会
社
の
た
め
に
、
同
会
社
が
作
成
設
備
義
務
を
負
う
商
業
帳
簿

を
現
に
所
持
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
抗
告
人
Y
に
そ

の
提
出
を
命
じ
た
原
決
定
は
不
当
で
あ
る
。
」
と
主
張
さ
れ
た
。
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〔
判
　
旨
〕

　
本
件
抗
告
を
棄
却
．

「
商
法
第
三
五
条
の
規
定
に
よ
る
商
業
帳
簿
の
提
出
命
令
に
よ
っ
て
そ
の

提
出
義
務
を
課
さ
れ
る
訴
訟
当
事
者
は
、
必
ず
し
も
当
該
帳
簿
の
作
成
設

備
義
務
を
負
う
商
人
の
み
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
会
社
の
代
表
取

締
役
ま
た
は
清
算
人
が
職
務
上
こ
れ
を
保
管
し
て
い
る
場
合
の
よ
う
に
、

現
実
に
所
持
し
て
い
る
者
が
訴
訟
当
事
者
で
あ
る
と
き
に
は
、
こ
れ
に
対

し
て
も
右
規
定
に
よ
っ
て
そ
の
提
出
を
命
じ
得
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相

当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
元
来
商
業
帳
簿
は
、
商
人
が
そ
の
営
業
上
の
財
産

及
び
損
益
の
状
況
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
た
め
に
作
成
す
る
こ
と
を
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
商
人
の
営
業
上
の
財
産
及
び
損

益
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
現
実

に
こ
れ
を
所
持
し
て
い
る
訴
訟
当
事
者
が
当
該
商
人
で
な
く
と
も
、
そ
の

当
事
者
に
対
し
提
出
を
命
じ
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
得
る
も
の
と
す
る
こ

と
が
、
商
人
に
商
業
帳
簿
の
作
成
を
法
律
上
義
務
づ
け
た
趣
旨
に
合
致
す

る
か
ら
で
あ
る
。
」

〔
評
　
釈
〕

　
判
旨
に
賛
成
す
る
．

一
　
現
行
商
法
三
五
条
の
規
定
は
、
明
治
四
四
年
の
改
正
商
法
に
お
い
て

第
二
七
条
ノ
ニ
と
し
て
新
設
さ
れ
た
規
定
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
明
治
四
四
年
改
正
商
法
二
七
条
ノ
ニ
は
、
「
裁
判
所
ハ
申
立

二
因
リ
又
ハ
職
権
ヲ
以
テ
訴
訟
ノ
当
事
者
二
其
商
業
帳
簿
ノ
提
出
ヲ
命
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
規
定
は
、
昭
和
一
三
年
の
改
正

商
法
に
お
い
て
、
若
干
の
改
正
を
受
け
た
。
こ
の
昭
和
＝
二
年
改
正
商
法

三
五
条
は
、
「
裁
判
所
ハ
申
立
二
依
リ
又
ハ
職
権
ヲ
以
テ
訴
訟
ノ
当
事
者

二
商
業
帳
簿
又
ハ
其
ノ
一
部
分
ノ
提
出
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
し

て
い
た
．
明
治
四
四
年
改
正
商
法
第
二
七
条
ノ
ニ
の
条
文
の
「
其
商
業
帳

簿
ノ
提
出
」
と
い
う
部
分
の
「
其
」
が
削
除
さ
れ
、
「
商
業
帳
簿
」
と
い

う
文
字
の
次
に
「
又
ハ
其
ノ
一
部
分
』
と
い
う
字
句
が
加
え
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
第
三
五
条
が
、
そ
の
ま
ま
変
更
さ
れ
る
こ
と
な
く
現
在
に
至

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
　
商
法
三
五
条
に
よ
れ
ぽ
、
訴
訟
当
事
者
に
商
業
帳
簿
の
提
出
が
命
じ

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
訴
訟
当
事
者
は
、
商
人
ま
た
は
商
業
帳
簿

の
保
存
義
務
者
に
限
定
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
商
人
に
限
定
さ
れ
ず
商

業
帳
簿
を
所
持
す
る
者
で
あ
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
か
に
つ
い
て
見
解
が

分
れ
て
い
る
（
吉
川
・
本
件
評
釈
、
商
事
法
務
九
八
二
号
七
九
頁
、
八
○
頁
に
学

説
が
明
解
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
．
）
．
さ
ら
に
、
商
法
三
五
条
と
民
事
訴
訟
法

三
一
二
条
以
下
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
見
解

の
対
立
が
あ
り
、
そ
れ
が
、
商
法
三
五
条
に
お
い
て
商
業
帳
簿
の
提
出
を

命
じ
ら
れ
る
者
の
範
囲
を
論
ず
る
際
に
関
連
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
（
斎
藤
・
注
解
民
事
訴
訟
法
㈲
二
〇
五
頁
以
下
、
奈
良
「
商
業
帳
簿
と
文
書
提
出

命
令
」
山
木
戸
還
暦
記
念
・
実
体
法
と
手
続
法
の
交
錯
q
9
二
五
一
頁
以
下
、
吉
川
・

前
掲
商
事
法
務
九
八
二
号
八
O
頁
以
下
に
お
い
て
、
商
法
三
五
条
と
民
事
訴
訟
法
三

一
二
条
以
下
と
の
関
係
に
つ
い
て
詳
細
に
論
述
さ
れ
て
い
る
。
）
．

三
　
商
法
三
五
条
の
前
身
で
あ
る
明
治
四
四
年
改
正
商
法
二
七
条
ノ
ニ
の

新
設
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
新
タ
ニ
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本
条
ヲ
設
ケ
テ
訴
訟
ノ
当
事
者
ハ
自
己
ノ
商
業
帳
簿
ヲ
訴
訟
二
於
テ
提
出

ス
ル
義
務
ア
ル
コ
ト
ヲ
明
カ
ニ
シ
タ
リ
但
其
提
出
二
付
テ
ハ
訴
訟
法
ノ
規

定
二
従
フ
ベ
キ
ハ
勿
論
ナ
リ
ト
ス
」
と
説
明
さ
れ
て
い
た
（
法
律
新
聞
社
編

纂
・
改
正
商
法
理
由
九
四
頁
）
。
現
行
商
法
三
五
条
と
同
一
の
条
文
が
制
定
さ

れ
た
昭
和
二
二
年
改
正
商
法
の
改
正
理
由
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
本
条
ハ
訴
訟
上
二
於
ケ
ル
商
業
帳
簿
ノ
提

出
義
務
二
付
規
定
ス
、
其
ノ
趣
旨
現
行
法
第
二
十
七
条
ノ
ニ
ト
同
一
ナ
ル

モ
現
行
規
定
ハ
一
部
分
ノ
提
出
ヲ
命
ジ
得
ベ
キ
カ
否
ヤ
ニ
付
多
少
疑
問
ヲ

挾
ム
ノ
余
地
ア
ル
ヲ
以
テ
本
条
ハ
此
ノ
点
ヲ
明
確
ニ
シ
タ
リ
」
と
説
明
さ

れ
て
い
た
（
司
法
省
民
事
局
編
纂
・
商
法
中
改
正
法
律
案
理
由
書
〈
総
則
会
社
〉
二

二
頁
）
．
こ
れ
ら
の
説
明
か
ら
は
、
商
法
三
五
条
が
、
商
業
帳
簿
の
提
出
義

務
者
を
商
人
に
限
定
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
商
業
帳
簿
の
所
持
人

で
あ
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
と
し
て
い
る
か
は
明
確
と
な
ら
な
い
．
確
か

に
、
明
治
四
四
年
改
正
商
法
二
七
条
ノ
ニ
の
新
設
理
由
説
明
の
中
に
、
「
自

己
ノ
商
業
帳
簿
」
と
の
表
現
が
あ
る
の
で
、
商
人
限
定
説
が
採
用
さ
れ
て

い
る
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
。
し
か
し
，
そ
の
表
現
は
、
自
己
の
「
所
持

す
る
」
商
業
帳
簿
の
意
味
に
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
右
の
よ
う

な
理
解
は
採
用
で
き
な
い
。

四
　
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
問
題
の
解
明
は
、
民
事
訴
訟
法
三
一
二
条

と
の
関
係
か
ら
試
み
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
民
事
訴
訟
法
三

一
二
条
は
、
大
正
一
五
年
の
改
正
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
司
法
省

編
纂
・
民
事
訴
訟
法
中
改
正
法
律
案
理
由
書
一
六
二
頁
に
よ
れ
ば
、
大
正

一
五
年
の
改
正
前
の
民
事
訴
訟
法
三
三
六
条
お
よ
び
三
四
三
条
と
「
略
其

ノ
趣
旨
ヲ
同
シ
ク
ス
」
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
本
件
で
問
題
と
な
る
民
事

訴
訟
法
三
一
二
条
二
号
は
、
大
正
一
五
年
の
改
正
前
の
民
事
訴
訟
法
三
三

六
条
一
号
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
三
三
六
条
一
号
は
、
「
挙
証

者
力
民
法
ノ
規
定
二
従
ヒ
訴
訟
外
二
於
テ
モ
証
書
ノ
引
渡
又
ハ
其
提
出
ヲ

求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ト
キ
」
に
、
相
手
方
は
証
書
提
出
義
務
が
あ
る
旨
を

定
め
て
い
た
。
こ
の
条
文
の
「
民
法
ノ
規
定
二
従
ヒ
」
と
い
う
点
が
実
際

的
に
適
合
し
な
い
の
で
修
正
さ
れ
、
そ
し
て
、
現
行
民
事
訴
訟
法
三
一
二

条
二
号
に
あ
る
「
閲
覧
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ト
キ
」
と
い
う
の
は
、
商

業
帳
簿
の
閲
覧
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
旨
の
説
明
が
立
法
準
備
段
階

で
な
さ
れ
て
い
た
（
法
曹
会
発
行
・
民
事
訴
訟
法
改
正
調
査
委
員
会
速
記
録
六
一

五
頁
の
松
岡
義
正
委
員
発
言
。
な
お
、
こ
の
委
員
会
審
議
当
時
、
現
行
民
事
訴
訟
法

三
一
二
条
二
号
に
該
当
す
る
条
文
は
、
第
二
六
七
条
二
号
と
表
示
さ
れ
て
い
た
．
）
。

そ
の
説
明
に
対
し
て
、
明
治
四
四
年
改
正
商
法
二
七
条
ノ
ニ
と
右
の
民
事

訴
訟
法
規
定
の
関
係
が
問
い
た
だ
さ
れ
て
い
る
（
法
曹
会
発
行
・
前
掲
速
記

録
六
一
七
頁
の
岩
田
宙
造
委
員
発
言
）
。

　
右
の
問
題
提
起
に
対
し
て
、
最
初
、
松
岡
義
正
委
員
は
、
商
業
帳
簿
に

関
す
る
商
法
規
定
と
右
の
民
事
訴
訟
法
規
定
は
何
ん
の
関
係
も
な
い
と
受

け
取
れ
る
旨
の
説
明
を
し
た
が
、
す
ぐ
に
、
小
山
温
委
員
が
、
明
治
四
四

年
改
正
商
法
二
七
条
ノ
ニ
（
現
行
商
法
三
五
条
に
相
当
）
の
場
合
は
二
六
七

条
二
号
（
現
行
民
事
訴
訟
法
一
三
二
条
二
号
に
相
当
）
に
入
る
と
発
言
し
、
続

け
て
、
山
内
確
三
郎
委
員
は
、
「
兎
に
角
二
百
六
十
七
条
の
二
号
は
商
法

の
二
十
七
条
の
二
が
包
含
し
た
意
味
で
之
は
書
い
た
積
り
で
あ
る
」
と
説

明
し
た
（
法
曹
会
発
行
・
前
掲
速
記
録
六
一
七
頁
、
六
一
八
頁
）
。
さ
ら
に
、
山
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内
確
三
郎
委
員
ば
、
続
け
て
．
明
治
四
四
年
改
正
商
法
二
七
条
ノ
ニ
は
商

業
帳
簿
提
出
義
務
の
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
「
民
事
訴
訟
の
手
続
を
生

出
す
前
提
と
し
て
出
来
て
居
る
」
と
言
明
し
て
い
る
（
法
曹
会
発
行
・
前
掲

速
記
録
六
二
一
頁
）
。
こ
の
民
事
訴
訟
法
立
法
準
備
段
階
に
お
け
る
見
解
は
、

商
業
帳
簿
を
「
書
証
」
と
し
て
民
事
訴
訟
法
の
レ
ベ
ル
で
一
元
的
に
処
理

で
き
る
道
を
開
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
明
解
か
つ
妥
当
な
も
の
と
解

さ
れ
る
。

　
こ
の
立
法
準
備
段
階
に
お
け
る
見
解
に
従
へ
ば
、
現
行
商
法
三
五
条
は
、

訴
訟
の
当
事
者
に
商
業
帳
簿
提
出
義
務
の
あ
る
こ
と
を
実
体
上
明
確
に
し

て
お
り
、
そ
れ
を
受
け
て
、
民
事
訴
訟
法
三
＝
一
条
二
号
の
適
用
が
商
業

帳
簿
の
場
合
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ぽ
、

商
法
三
五
条
の
商
業
帳
簿
提
出
義
務
者
は
、
民
事
訴
訟
法
三
一
二
条
の
次

元
で
定
め
て
よ
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
商
業
帳
簿
す
な
わ
ち
文
書
の
所
持

人
で
さ
え
あ
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
り
、
特
に
商
人
に
限
定
さ
れ
る
必
要
は

な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
．
本
件
判
旨
に
賛
成
で
き
る
。

　
右
の
見
解
に
対
し
て
、
商
業
帳
簿
は
、
一
般
に
営
業
上
の
財
産
状
態
お

よ
び
損
益
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

取
引
の
相
手
方
に
引
渡
し
、
ま
た
は
、
閲
覧
せ
し
め
る
義
務
が
あ
る
も
の

と
解
し
得
な
い
か
ら
，
そ
の
説
に
従
え
な
い
（
斎
藤
・
前
掲
二
〇
五
頁
、
二

〇
六
頁
）
と
か
、
あ
る
い
は
、
商
法
三
五
条
が
実
体
上
の
閲
覧
権
を
肯
定

し
た
と
は
解
さ
れ
ず
、
右
見
解
に
加
担
し
得
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
奈
良
・

前
掲
論
文
二
五
二
頁
）
。
し
か
し
、
商
法
三
五
条
は
、
特
に
「
訴
訟
ノ
当
事

者
」
に
限
定
し
て
義
務
づ
け
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
訴
訟
と
の
関
連
で

妥
当
な
裁
判
を
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
書
証
提
出
義
務
者
の
範
囲
を

広
く
す
る
た
め
に
そ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
形
式
で
の
義
務
づ
け
を
す
る

こ
と
は
訴
訟
の
理
想
に
か
な
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
明
治
二
三
年
の
旧
商

法
三
七
条
も
訴
訟
に
お
け
る
商
業
帳
簿
の
開
示
等
を
規
定
し
て
い
た
。
）
。
　
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
形
式
で
の
義
務
づ
け
の
必
要
性
が
妥
当
な
裁
判
確
保
の
た
め

に
認
め
ら
れ
て
よ
い
の
だ
か
ら
．
そ
れ
に
対
応
し
た
か
た
ち
で
、
訴
訟
法

規
適
用
の
基
盤
と
し
て
商
法
三
五
条
が
実
体
上
の
閲
覧
権
を
根
拠
づ
け
て

い
る
と
解
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
商
法
三
五
条
の
場
合

は
、
当
事
者
の
申
立
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
職
権
に
よ
る
場
合
も
規
定
さ

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
民
事
訴
訟
の
レ
ベ
ル
で
は
、
弁
論
主
義
と
の
関
連

か
ら
、
当
事
者
の
申
立
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
商
法
三
五
条
を
民

事
訴
訟
法
三
一
二
条
二
号
に
包
含
さ
せ
る
姿
勢
の
解
釈
で
は
、
そ
こ
に
矛

盾
が
生
ず
る
と
指
摘
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
商
法
三
五
条
が

職
権
の
場
合
も
明
定
し
た
趣
旨
は
、
裁
判
所
に
よ
る
釈
明
処
分
（
民
事
訴

訟
法
＝
三
条
一
項
二
号
）
の
明
確
化
と
考
え
れ
ば
矛
盾
は
生
じ
な
い
（
吉

川
・
前
掲
評
釈
八
二
頁
）
。
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